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知っておきたい税知識

テーマ

「　税額控除ができる中小企業税制　」

　日本の会社数の約９９.３％を占める中小企業

を応援するため、「新しい設備を導入して生産性

を向上させる場合」「従業員の賃上げに取り組む

場合」「デジタル技術を活用した事業変革に取り

組む場合」など、いろいろな場面で使える税制が

用意されています。どのような優遇税制があるの

かを知り、経営に活かしていきましょう！

　法人税法上の中小企業とは…

　「資本金の額等が１億円以下の会社」

　※会社の株式の１００％を大法人（資本金等

　の額が５億円以上の法人等）に所有されてい

　る場合、つまり、大法人の１００％子会社の

　場合は中小企業には該当しない。

　※制度によっても中小企業に該当しない場合

　があるため、対象となるかの検討が必要です。

　次に、どのような時に中小企業税制を利用でき

るのかですが、中小企業なら無条件に利用できる

というものではなく、各制度で要件があります。

また、「適用期間」「適用するための事前準備・手

続き」もあるので、制度を事前に把握してから行

動を起こす必要があります。

　では、具体的にどんな制度があるのかを見てい

きましょう。

　経済成長の底上げに向けて、中小企業の設備投

資を促進させるための制度です。この制度は、青

色申告書を提出している中小企業が、新品の機械

　

装置等、対象設備を取得または製作して事業に使

った場合に適用できる制度です。

　　　・中小企業者等（資本金額 1億円以下の法

　　　人、農協、商店街振興組合等 )

　　　・従業員数 1,000 人以下の個人事業主

　　　・製造業、建設業、農業、林業、漁業、水

　　　産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、

　　　倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料

　　　理店業その他の飲食店業（料亭、バー、キ

　　　ャバレー、ナイトクラブその他これらに類

　　　する事業については生活衛生同業組合の組

　　　合員が行うものに限る。）、一般旅客自動車

　　　運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航

　　　船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、

　　　通信業、損害保険代理業及びサービス業（

　　　映画業以外の娯楽業を除く）、不動産業、物

　　　品賃貸業　※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

　　　・機械及び装置【１台１６０万円以上】

　　　・測定工具及び検査工具【１台１２０万円

　　　以上、１台３０万円以上かつ複数合計１２

　　　０万円以上】

　　　・一定のソフトウェア【一のソフトウェア

　　　が７０万円以上、複数合計７０万円以上】

　　　　　※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー

　　　　　用 OS のうち一定のものなどは除く

　　　・貨物自動車（車両総重量３．５トン以上）

　　　・内航船舶（取得価格の７５％が対象）

　　　・個人事業主と資本金 3,000 万円以下の中

　　　小企業

　　　→　３０％特別償却　又は　７％税額控除

　　　・資本金 3,000 万円超の中小企業

　　　→　３０％の特別償却

※①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契

約等の目的である事業の用に供する設備、④コイン

ランドリー業（主要な事業であるものを除く。）の

用に供する機械装置でその管

理のおおむね全部を他の者に

委託するものは対象外となり

ます。ご注意ください。

　

✱ 利用のための要件

✱ 中小企業投資促進税制
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　中小企業が持続的に賃上げができるよう、賃上

げ促進税制があります。青色申告書を提出する中

小企業が令和６年４月１日から令和９年３月 31 日

までに開始する各事業年度において適用できます。

　　・前年度より給与等支給額を１.５％以上

　　増加させた場合

　　→その増加額の１５％を税額控除

　　・前年度より給与等支給額を２.５％以上

　　増加させた場合

　　→その増加額の３０％を税額控除

　　対象となる給与等は、

　　・棒給、給料、賃金、歳費及び賞与等

　　そしてこの給与等のうち、損金の額に計上

　　されている国内雇用者に対する給与等の支

　　給額が対象です。

　　ただし、給与等を補填するための補助金や

　　助成金等があったときには、給与等の支給

　　額から控除します。未払計上されている給

　　与等については、損金の額に計上されてい

　　るものなので含まれます。

　　また、下記のものは対象となりません。

　　・使用人兼務役員や役員の特殊関係者に対

　　する給与等

　　・退職金など給与所得にならないもの　　　　

　　・教育訓練費の額が前事業年度と比べて５

　　％以上かつ適用事業年度の教育訓練費の額

　　が適用事業年度の給与等支給額の０.０５％

　　以上の場合

　　→税額控除率が１０％上乗せ

　　・適用事業年度中に「くるみん認定」「くる

　　みんプラス認定」「えるぼし認定（２段階目

　　以上）」を取得したこと、または適用事業年

　　度終了のときにおいて「プラチナくるみん

　　認定」「プラチナくるみんプラス認定」「プ

　　ラチナえるぼし認定」を取得

　　した場合

　　→税額控除率が５％上乗せ　

●繰越控除制度

　中小企業者等または青色申告書を

提出する常時使用する従業員数が 1,000 人以下の

個人事業主は賃上げを実施した年度に控除しきれ

なかった金額の５年間の繰越しが可能となりまし

た。

●税額控除額の上限

　法人税額または所得税額の

２０％（通常・上乗せ共通）

が上限となります。

　繰越控除制度の適用を受け

る場合には、繰越控除を受け

る金額とあわせて２０％が上限となります。

　中小企業投資促進税制や賃上げ促進税制以外に

も下記の税制があります。

　

　①研究開発税制

　会社が製品の製造や技術の改良などの研究開

　発を行っている場合に税額控除が受けられる

　②地方拠点強化税制

　令和８年３月３１日までの間に、本社機能の

　一部または全部を移転や拡大するときに優遇

　税制が受けられる

　

　③中小企業経営強化税制

　生産性の高い設備やＩＴ化等への設備投資を

　促進することで経営力向上した場合に即時償

　却または税額控除が適用できる

　他にも「地域未来投資促進税制」、「カーボンニ

ュートラルに向けた投資促進税制」などの制度が

　　　　　　　　　　あります。

　　　　　　　　　　　制度には事前準備が必要

　　　　　　　　　　となることもあります。不

　　　　　　　　　　明点等あれば当事務所まで

　　　　　　　　　　ご相談ください。

　

✱ 他にもあります

✱ 中小企業向け賃上げ促進税制
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